
  
  

●主な相談支援事業所は下記のとおりです。  

事業所名 住 所 電話番号 対 象 

下呂市障がい者生活相談センター 下呂市萩原町萩原 1636 0576-52-2787 身体・知的・精神・難病・児童 

南ひだ心の相談センター 下呂市萩原町西上田 1961-6 080-4223-3794 身体・知的・精神 

さくら相談センター 下呂市萩原町西上田 2283-4 0576-25-5398 身体・知的・精神 

地域活動支援センターやまびこ 高山市国府町村山 251-1 0577-72-5023 精神・知的 

⑤サービス等利用計画案の作成・提出 

 相談支援事業所が利用者の居宅などへ

の訪問面接による調査を行い、利用者の

意向を聞きながら「サービス等利用計画

案」が作成され、市へ提出されます。 

⑥支給決定 

 提出された「サービス等利用計画案」

を踏まえて、支給決定が行われ、受給者

証が発行されます。 

⑧契約 

 支給が決定したら、サービ

スを利用する事業者と契約

を交わします。 

⑨サービス利用 

 受給者証を提示してサ

ービスを利用します。 

⑩モニタリング（サービスの見直し） 

在宅の方は３か月か６か月ごと、施

設入所の方は６か月ごとにサービスの

見直しを行います。（特別な場合を除

く） 

障がい者の方の自立した生活を支え、抱える課題の解決や適

切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細か

く支援するため、平成２４年４月からサービスの支給には、サ

ービス等利用計画の作成・提出が必要になりました。障害支援

区分やサービスの新規・更新時に順次対象となります。 

②申請 

市役所の窓口で申請

書を提出します。サービ

ス等利用計画案の提出

を依頼されます。 

③調査 

申請すると障害支援区

分認定調査員が調査しま

す。医師に意見書を書いて

もらう場合もあります。 

④審査・認定 

（訓練給付の場合はありません） 

 調査の結果をもとに審査会

で審査・判定が行われ、どのく

らいのサービスが必要な状態

か（障害支援区分）が決められ

ます。 

相談支援事業所は、障がいのある方やそのご家族へのさまざまな相談支援を行っています。また、障害福祉サー

ビスを適切に利用できるよう心身の状況やサービス利用の希望等を聞き、必要な支援の内容や方針を定めたサービ

ス利用計画を作成します。 

⑦サービス等利用計画 

 相談支援事業者はサ

ービス事業者等と調整

し、実際に利用するサー

ビス等利用計画を作成

し市へ提出されます。 

①相談 

市役所または相談支援事業所に相

談します。相談の結果、サービスが必

要な場合は市役所に申請します。 

●お問い合わせ先 

 下呂市役所 福祉部 社会福祉課 

 下呂市萩原町萩原 1166-8 星雲会館 

 TEL 0576-52-3936 

障害福祉サービスについて 
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居宅介護 

（ホームヘ

ルプ） 

身体介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います 

家事援助 自宅における掃除、洗濯等の家事支援を行います 

通院等介助 
通院及び官公署への相談・手続きや相談で生じた障害福祉サービスの見学の支

援を行います 

通院等乗降介助 

ヘルパー自ら運転する車両への乗車または降車の介助を行います。あわせて乗

車前もしくは降車後の屋内外における移動の介助、通院先や外出先での受診の

手続きや移動の介助を行います 

重度訪問介護 
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食

事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います 

同行援護 
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供（代

筆・代読を含む）、移動の援護等の外出支援を行います 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必

要な支援、外出支援を行います 

短期入所 

（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排

せつ、食事の介護等を行います 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に行い

ます 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、

介護及び日常生活の世話を行います 

生活介護 

（デイサービス含む） 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うととも

に、創作的活動又は生産活動の機会を提供します 

施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います 

訓
練
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自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

宿泊型自立訓練 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能

力の向上のために必要な訓練を行います 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の

向上のために必要な訓練を行います 

就労継続支援 

（A 型＝雇用型、B 型） 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力

の向上のために必要な訓練を行います 

就労定着支援 
就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した人で、就労に伴う環境変化に

より生活面の課題が生じた場合に、課題解決にむけて必要な支援を行います 

自立生活援助 
一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の

対応により必要な支援を行います 

共同生活援助 

（グループホーム） 
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います 

地
域
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活
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移動支援 屋外での移動が困難な人について、外出のための移動を支援します 

日中一時支援事業 
日中における活動の場の確保と、障がい者等を日常介護している家族の一時的

な負担軽減および就労支援や緊急時の一時預かりを行います 

訪問入浴サービス事業 
居宅の浴場での入浴が困難な在宅の障がい者及び障がい児に対し、居宅を訪問

し、訪問入浴車を利用して実施する入浴介護を行います 

福祉ホーム事業 
障がい手帳を所持するものであって、家庭環境や経済的な理由等で住居の確保

が困難なものに対し、住居の提供を行います 

地
域
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地域移行支援 入所・入院している人のうち、地域生活への移行のための支援を行います 

地域定着支援 
居宅で単身等生活する人のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体

制の確保など緊急時等に相談や必要な支援を行います 

計
画
相
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計画相談支援 
障害福祉サービスを適切に利用できるようサービス利用計画の作成や見直しを

行うとともに、指定事業者等との連絡調整を行います 


